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市
で
は
、
高
齢
社
会
に
対
す
る
長
期

的
、
総
合
的
な
行
政
計
画
と
し
て
、
ま

た
、
老
人
福
祉
法
お
よ
び
老
人
保
健
法

に
基
づ
く
法
定
計
画
と
し
て
、
１
９
９

３
年　

月
に
「
町
田
市
高
齢
社
会
総
合

１１

計
画
〜
み
ん
な
で
つ
く
る
暮
ら
し
や

す
い
ま
ち
・
ま
ち
だ
」
を
策
定
し
、

そ
の
着
実
な
推
進
を
図
っ
て
き
ま
し

た
。

　

現
計
画
は
、
２
０
０
０
年
４
月
の
介

護
保
険
法
施
行
に
伴
い
、
一
部
を
見
直

し
、
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
法
定
計
画

で
あ
る
介
護
保
険
事
業
計
画
と
一
体
化

し
た
も
の
で
す
。

　

介
護
保
険
事
業
計
画
は
、
介
護
保
険

法
に
お
い
て
３
年
ご
と
に
見
直
す
こ
と

に
な
っ
て
い
る
た
め
、
市
で
は
計
画
の

改
定
に
つ
い
て
、
町
田
市
高
齢
社
会
総

合
計
画
推
進
委
員
会
（
村
野
順
三
委
員

長
）
と
町
田
市
介
護
保
険
事
業
計
画
審

議
会
（
本
間
昭
会
長
）
に
諮
問
し
て
い

ま
し
た
が
、
２
月　

日
、
村
野
委
員
長

１８

　

財
団
法
人
町
田
市
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
公
社
は
昭
和　

年
に
任
意
団
体
と

６１

し
て
発
足
し
て
以
来
、
市
民
の
主
体

的
な
参
加
を
得
て
、
市
民
相
互
扶
助

の
仕
組
み
づ
く
り
に
取
り
組
む
と
と

も
に
、
安
定
し
た
在
宅
生
活
の
充
実

を
図
る
た
め
、
福
祉
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た

多
面
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
や
普

及
啓
発
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し

た
。

　

し
か
し
、
介
護
保
険
法
の
施
行
、
急

速
に
進
展
す
る
高
齢
化
や
福
祉
ニ
ー
ズ

の
多
様
化
、
高
度
化
な
ど
、
社
会
環
境

が
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
今
後

の
町
田
市
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
公
社
の

あ
り
方
を
検
討
し
た
結
果
、
平
成　

年
１５

４
月
１
日
か
ら
社
会
福
祉
法
人
町
田
市

福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
へ
改
組
し
、
す
べ

て
の
事
業
を
移
管
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

　

今
後
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
と
し
て

公
社
の
設
立
趣
意
書
の
精
神
を
生
か

し
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
支
援
、
ご
協

力
を
得
な
が
ら
、
少
子
・
高
齢
社
会
に

対
応
す
る
た
め
市
民
活
力
を
活
か
し
た

新
し
い
仕
組
み
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で

い
き
ま
す
。

※
町
田
市
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
公
社
の

事
務
所
・
電
話
番
号
は
そ
の
ま
ま
「
社

会
福
祉
法
人
町
田
市
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
」
の
事
務
所
・
電
話
番
号
と
な
り
ま

す
。

□問
 

財
団
法
人
町
田
市
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
公
社
（
原
町
田
４－

　

－

６
、
せ
り

２４

が
や
会
館
内
）
11
７
２
８
・
９
０
６
７

　

市
で
は
、
介
護
保
険
制
度
の
充
実
を

目
指
し
て
様
々
な
基
盤
整
備
を
進
め

て
い
ま
す
が
、
こ
の
た
び
能
ヶ
谷
東

部
土
地
区
画
整
理
地
区
内
に
社
会
福

祉
法
人
悠
々
園
の
新
築
工
事
が
完
了

し
ま
し
た
。
こ
の
事
業
に
対
し
、
市

で
も
施
設
整
備
等
の
補
助
を
行
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
施
設
に
は
、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
、
短
期
入
所
施
設

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
、
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー
、
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
、

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
が
整
備

さ
れ
、
総
合
的
な
高
齢
者
施
設
と
し
て

４
月
か
ら
事
業
を
開
始
す
る
予
定
で

す
。

　

建
物
規
模
は
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
地
上
３
階
建
て
で
、
４
８
１
６
・
０

６
平
方
メ
ー
ト
ル
で
す
。
定
員
は
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が　

床
、
短
期
入

８０

所　

床
、
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
１
日
あ
た
り

２０
約　

人
で
す
。

２０
□問
 

高
齢
者
介
護
課
11
７
２
１
・
３
１
３

６
、
社
会
福
祉
法
人
悠
々
会
11
７
３
７

・
７
２
８
８

と
本
間
会
長
か
ら
答
申
を
受
け
ま
し

た
。

　

答
申
の
主
な
内
容
は
、
１
・
介
護
保

険
事
業
の
円
滑
な
運
営
（
介
護
保
険
事

業
計
画
）
、
２
・
介
護
予
防
・
生
活
支

援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
３
・
痴
呆
性
高

齢
者
対
策
の
充
実
、
４
・
保
健
・
医
療

サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
５
・
社
会
参
加
の

推
進
、
６
・
高
齢
社
会
に
対
応
し
た
ま

ち
づ
く
り
の
推
進
と
な
っ
て
お
り
、
計

画
期
間
は
２
０
０
３
年
度
〜
２
０
０
７

年
度
の
５
年
間
で
す
。

　

市
は
、
こ
の
答
申
に
基
づ
き
第
２
次

改
定
計
画
を
策
定
し
ま
す
。

　

な
お
、
答
申
書
に
つ
い
て
は
市
政
情

報
や
ま
び
こ
（
中
町
分
庁
舎
１
階
）
、

高
齢
者
介
護
課
（
健
康
福
祉
会
館
分
館

お
よ
び
本
庁
舎
２
階
）
で
閲
覧
で
き
ま

す
。
お
問
い
合
わ
せ
は
、
高
齢
者
介
護

課
（
11
７
２
１
・
３
１
３
６
）
へ
。

　

市
で
は
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
が
急
病

に
な
っ
た
と
き
、
安
心
し
て
診
療
が
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
、
準
夜
帯
（
午
後
７

時
〜　

時
。
受
付
は
午
後
９
時　

分
ま

１０

３０

で
）
の
急
病
診
療
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

４
月
か
ら
は
現
在
行
っ
て
い
る
休
祝

日
の
小
児
準
夜
診
療
事
業
を
統
合
し
、

３
６
５
日
、
毎
日
診
療
す
る
体
制
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
事
業
は
、
市
が
町
田
市
医
師
会

に
委
託
し
、
小
児
科
医
な
ど
の
協
力
医

に
よ
っ
て
実
施
す
る
も
の
で
す
。
さ
ら

に
、
入
院
や
高
度
の
医
療
を
必
要
と
す

る
場
合
は
、
町
田
市
民
病
院
等
の
小
児

科
と
連
携
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
日
中
の
当
番
医
事
業
や
夜
間

の
救
急
当
番
医
、
救
急
病
院
事
業
等

は
、
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

【
対
象
・
利
用
方
法
】

　

対
象
に
な
る
の
は
、
急
に
病
気
に
な

り
、
し
か
も
、
か
か
り
つ
け
医
や
近
所

の
医
師
に
受
診
で
き
な
い
時
な
ど
、
緊

急
に
診
療
を
必
要
と
す
る
お
子
さ
ん

（　

歳
以
下
）
が
対
象
で
す
。

１５

　

入
院
治
療
を
本
来
の
目
的
と
す
る
病

院
と
の
連
携
か
ら
、
ま
ず
は
、
こ
ど
も

ク
リ
ニ
ッ
ク
の
受
診
を
お
す
す
め
し
ま

す
。
急
病
の
診
療
は
、
応
急
的
な
も
の

で
す
。
翌
日
、
か
か
り
つ
け
医
等
の
診

療
を
必
ず
受
け
る
よ
う
に
し
て
下
さ

い
。
ま
た
、
同
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク
を

受
診
す
る
場
合
は
、
事
前
に
必
ず
電
話

で
連
絡
し
て
下
さ
い
。
医
療
機
関
の
案

内
や
、
お
待
た
せ
し
な
い
よ
う
来
院
時

間
の
調
整
を
行
い
ま
す
。

町
田
市
準
夜
急
患
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

11
７
１
０
・
０
９
２
７
（
電
話
案
内
＝

午
後
６
時
か
ら
）

□問
 

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
７
１

　市では、市役所内の子ども行政を一元化し、子どもを対象とした施策を
総合的に推進する体制を強化するため、「子ども生活部」を設置します。
　「子ども生活部」の組織は、下表のようになります。業務によっては問
い合わせ先の電話番号が変わることがありますのでご注意下さい。

町田市高齢社会総合計画
推進委員会および
町田市介護保険事業計画
審議会が
市長に答申

財財
団団
法法
人人
町町
田田
市市
在在
宅宅
福福
祉祉
ササ
ーー
ビビ
スス

公公
社社
をを
社社
会会
福福
祉祉
法法
人人
町町
田田
市市
福福
祉祉

ササ
ーー
ビビ
スス
協協
会会
へへ
改改
組組

特別養護老人ホーム
「悠々園」が開園

市役所の組織の一部が変わります
４月から「子ども生活部」を設置 町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町
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療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療
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ままままままままままままままままままままままままままままままままま
すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

４月１日から

１日から開園する「悠々園」

村野委員長と本間会長が市長に答申しました

３６５日の診療体制となった準夜急患こどもクリニック

電話番号旧担当課主な業務子ども生活部

子ども総務課

７２４－２８７６

・子どもに関する総合計画

企画総務係 総務部総務課・私立幼稚園・専修学校・各種学校に
関すること

教育委員会生涯学習部
青少年課・青少年問題協議会に関すること

７２４－２１４３健康福祉部児童福祉課・乳幼児医療費助成
・ひとり親家庭医療費助成医療費助成係

７２４－２１３９

教育委員会学校教育部
学務課

・私立幼稚園等園児保護者補助金
・幼稚園就園奨励費補助金
・幼児教育手当

手当助成係
総務部総務課・私立小中学校等保護者補助金

健康福祉部児童福祉課・各種福祉手当

７２４－２１８２教育委員会生涯学習部
青少年課

学童保育クラブ、子どもセンター、
青少年育成事業等児童青少年課

７２４－２１３７

健康福祉部児童福祉課

・子育て支援相談、保育所・母子生活
支援施設の入所相談、母子緊急一時
保護、母子女性福祉資金貸付子育て支援課

７２４－２１３８・保育施設の計画・整備・運営・管理

７１０－１５２５・子どもと家庭に関する総合的な相
談、子育て支援サービスの調整等

子ども家庭支援
センター

・保育の実施、保育に関する情報提
供・相談市立保育園

※色の付いている事務は４月から問い合わせ電話番号が変更になるものです


